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台
風
圏
内
に
位
置
す
る
孤
島
で
あ
る
た
め
、
往
古
は
、
産
物
が 

尐
な
く
、
交
通
の
便
も
な
い
の
で
、
島
内
は
自
給
自
足
と
、
物
々 

交
換
の
経
済
で
あ
っ
た
。 

 

文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
に
、
奄
美
諸
島
が
初
め
て
琉
球
王
に 

入
貢
し
た
こ
ろ
か
ら
、
琉
球
と
の
往
来
も
開
け
て
わ
ず
か
に
琉
球 

の
文
物
が
入
り
始
め
、
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
ご
ろ
に
、
世
之 

主
が
島
主
に
封
ぜ
ら
れ
て
か
ら
琉
球
と
の
関
係
は
深
ま
っ
た
。 

文
化
・
文
政
の
頃
に
、
徳
之
島
か
ら
伝
来
の
砂
糖
黍き

び

で
黒
砂
糖 

を
製
造
開
始
以
来
、
年
を
追
っ
て
増
産
し
て
、
天
保
八
年
（
一
八 

三
七
）
に
は
砂
糖
生
産
高
が
三
十
六
万
斤
余
（
約
二
十
二
万
キ
ロ 

グ
ラ
ム
）
に
な
り
、
家
畜
の
増
加
な
ど
と
と
も
に
生
活
を
豊
か
に 

し
た
。 

      

三
十
斤
（
十
八
キ
ロ
）
と
木
綿
一
斤
（
六
百
グ
ラ
ム
）、
種
子
油 

一
升
（
一
・
八
リ
ッ
ト
ル
）、
百
田
紙
一
束
で
あ
っ
た
。 

 

三
島
方
で
は
、
島
の
産
糖
見
積
も
り
に
よ
っ
て
、
米
と
大
豆
約 

三
百
石
（
約
五
十
四
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
、
産
糖
多
量
の
年
は
追
加
） 

ず
つ
と
、
そ
の
他
日
用
品
を
移
入
し
て
翌
年
の
産
糖
と
交
換
し
、 

過
不
足
分
は
互
い
に
無
利
息
で
次
の
年
に
精
算
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
昇
曙
夢
著
『
大
奄
美
史
』
に
よ
る
） 

  

大
島
で
は
、
砂
糖
と
品
物
の
交
換
は
次
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
。 

 

租
税
と
し
て
砂
糖
を
徴
収
し
た
残
余
糖
は
、
全
部
品
物
と
交
換 

し
て
買
い
上
げ
た
。
そ
の
た
め
、
村
吏
の
掟
、
筆
子
な
ど
が
、
あ 

ら
か
じ
め
立
黍
に
よ
っ
て
製
糖
高
を
予
定
し
、
そ
の
予
定
額
か
ら 

租
税
糖
を
控
除
し
た
残
余
糖
と
交
換
す
る
品
物
を
調
べ
て
こ
れ
を 

間
切
役
所
に
届
け
、
間
切
役
所
は
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
て
代
官
所 

に
送
り
、
代
官
所
で
こ
れ
を
総
計
し
て
藩
庁
に
送
達
す
る
。
藩
庁 

は
こ
れ
ら
の
品
物
を
仕
入
れ
て
大
島
に
送
り
、
各
代
官
、
与
人
、 

横
目
が
立
ち
合
っ
て
こ
れ
ら
の
品
物
を
受
け
取
り
、
各
注
文
者
に 

渡
し
た
。 

 

三
島
方
の
一
八
三
〇
年
の
交
換
率
は
次
の
と
お
り
。 

縞
さ
ら
し
一
反
と
砂
糖
八
十
斤
（
四
十
八
キ
ロ
）。
百
田
紙
一
束 

 

砂
糖
以
外
に
は
換
金
作
物
が
な
か
っ
た
の
で
、
明
治
中
葉
ま
で 

の
商
業
の
歴
史
は
、
砂
糖
売
買
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
明
治
四
十
年 

（
一
九
〇
七
）
ご
ろ
か
ら
、
百
合

ゆ

り

根ね

が
換
金
作
物
に
加
わ
り
、
砂 

糖
と
百
合
根
の
取
り
引
き
の
好
不
況
が
、
商
業
の
景
気
を
左
右
し 

た
。 

 

元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
、
薩
摩
藩
が
代
官
を
置
い
て
か
ら 

は
鹿
児
島
と
の
関
係
が
深
く
な
り
、
商
人
が
入
り
込
ん
で
砂
糖
の 

売
買
が
行
わ
れ
、
交
易
の
世
と
称
し
て
金
銭
も
通
用
し
て
い
た
。 

 

し
か
し
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
ま
で
の
数
十
年
間
は
、
在 

勤
の
藩
吏
が
、鹿
児
島
か
ら
品
物
を
移
入
し
て
砂
糖
と
交
易
し
た
。 

売
れ
残
り
が
あ
る
と
、
不
要
な
品
物
で
も
強
い
て
買
わ
さ
れ
て
困 

る
状
態
で
あ
っ
た
の
で
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
に
、
生
活
必 

需
品
を
役
場
の
費
用
で
移
入
し
て
、
産
糖
の
見
積
も
り
に
応
じ
て 

配
分
す
る
こ
と
に
し
、
天
災
な
ど
の
た
め
に
品
物
代
が
不
足
す
る 

場
合
に
は
、
無
利
息
で
延
期
す
る
よ
う
に
改
め
た
。 

 

せ
っ
か
く
改
善
し
た
の
に
、
翌
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
は
、 

沖
永
良
部
糖
も
藩
の
総
買
上
制
と
な
っ
て
、
商
売
は
禁
止
さ
れ
、 

同
時
に
金
銭
の
通
用
も
廃
止
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
切
砂
糖
の
自 

家
用
も
禁
じ
、
密
売
者
は
死
刑
と
定
め
て
、
も
っ
ぱ
ら
藩
の
三
島 

方
が
交
易
に
当
た
っ
た
。
当
時
の
品
物
と
砂
糖
の
交
換
は
、
砂
糖 

      

―
砂
糖
二
十
五
斤
（
一
五
）。
一
寸
釘
百
本
―
四
斤
（
二
・
四
）。 

傘
一
本
―
十
八
斤
（
十
・
八
）。
キ
セ
ル
上
―
十
八
斤
（
十
・
八
）。 

風
呂
敷
大
一
枚
―
二
十
八
斤(

十
六
・
八
）。
酒
一
升(

一
・
八
リ
ッ 

ト
ル
）
―
二
十
五
斤
（
十
五
）。
油
一
升
―
二
十
斤
（
十
二
）。
米 

二
斗
八
升
（
約
五
十
リ
ッ
ト
ル
）
―
百
四
十
二
斤
（
八
十
五
・
二
）。 

こ
ん
ぶ
一
斤
―
三
斤
（
一
・
八
）。
ソ
ー
メ
ン
百
匆
（
三
百
七
十 

五
グ
ラ
ム
）
―
三
斤
（
一
・
八
）。
鍋
一
丸
―
二
百
斤
（
百
二
十
）。 

数
の
子
一
斤
―
五
斤
（
三
）。
ロ
ー
ソ
ク
一
斤
―
二
十
斤
（
十
二
）。 

小
刀
一
刃
―
二
十
五
斤（
十
五
）。七
分
板
一
間
―
五
十
斤（
三
十
）。 

四
分
板
一
間
―
二
十
五
斤
（
十
五
）。
塩
一
升
（
一
・
八
リ
ッ
ト
ル
） 

―
三
斤
（
一
・
八
）。
茶
一
斤
―
二
十
五
斤
（
十
五
）。
小
斧
一
刃 

―
三
十
斤
（
十
八
）。 

 

こ
の
砂
糖
一
斤
（
約
六
百
グ
ラ
ム
）
と
米
約
二
合
（
〇
・
三
六 

リ
ッ
ト
ル
）
と
の
交
換
は
、
大
阪
相
場
の
砂
糖
一
斤
に
対
し
て
米 

一
・
八
リ
ッ
ト
ル
か
ら
見
て
大
変
な
暴
利
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う 

に
砂
糖
は
安
く
買
い
上
げ
て
大
阪
で
高
く
売
り
、
品
物
は
大
阪
で 

安
く
仕
入
れ
て
大
島
で
高
く
換
え
渡
し
て
、
二
重
の
暴
利
を
む
さ 

ぼ
っ
た
。 

 

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
、
砂
糖
の
自
由
売
買
が
許
さ
れ
た
。 
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だ
が
、永
年
に
わ
た
る
藩
の
商
業
厳
禁
の
た
め
に
、貨
幣
の
流
通
、 

運
用
を
知
ら
な
い
の
で
、
商
取
り
引
き
は
鹿
児
島
商
人
の
な
す
が 

ま
ま
で
あ
っ
た
。 

 

砂
糖
の
自
由
売
買
は
名
の
み
で
、
県
庁
が
干
渉
し
、
鹿
児
島
商 

人
の
組
織
で
あ
る
大
島
商
社
を
保
護
し
て
砂
糖
を
一
手
に
商
わ
し 

め
た
。
そ
の
上
、
砂
糖
取
り
引
き
の
事
務
を
大
島
支
庁
以
下
各
村 

村
役
場
に
担
当
さ
せ
て
注
文
を
取
り
、
そ
の
注
文
に
応
じ
て
島
民 

の
必
要
物
品
を
仕
入
れ
て
、
そ
の
物
品
と
交
換
に
砂
糖
は
商
社
の 

一
方
的
値
段
で
買
い
取
っ
た
。
こ
れ
は
、
旧
藩
庁
の
総
買
上
制
を 

商
社
の
一
手
売
買
に
変
形
し
た
に
過
ぎ
ず
、
旧
時
代
の
苛
酷

か
こ
く

な
状 

態
は
継
続
さ
れ
た
。 

 

こ
れ
に
た
ま
り
か
ね
て
、
大
島
を
中
心
に
、
県
庁
の
商
社
保
護 

に
反
対
す
る
猛
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
首
謀
者
た
ち
は
投
獄
さ
れ 

た
り
、
明
治
十
年
役
に
決
死
隊
と
し
て
参
戦
さ
せ
ら
れ
た
り
し
た 

が
、
大
衆
運
動
は
や
ま
ず
、
つ
い
に
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
） 

に
貫
徹
さ
れ
て
、
鹿
児
島
商
社
保
護
は
中
止
さ
れ
、
他
地
方
か
ら 

も
商
人
が
入
り
込
む
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

し
か
し
、
鹿
児
島
商
人
は
旧
来
の
商
習
慣
か
ら
抜
け
き
ら
ず
、 

島
民
に
高
利
で
金
銭
を
貸
し
付
け
て
砂
糖
を
安
く
買
い
、
商
品
は 

高
か
っ
た
の
で
、
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
、
新
納
中
三
支 

      

に
選
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
撰
玄
碩
、
小
田
為
胤
の
二
名
を 

選
ん
で
県
へ
陳
情
さ
せ
て
、
糖
価
を
有
利
に
し
た
外
、
物
価
の
利り 

鞘ざ
や

を
従
来
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
下
げ
さ
せ 

て
、
十
二
年
の
産
糖
を
取
り
引
き
し
た
。 

 

明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
に
、
渡
辺
県
知
事
が
、
県
令
三
十 

九
号
で
大
島
郡
の
砂
糖
は
鹿
児
島
商
人
以
外
に
売
る
こ
と
を
禁
止 

し
た
の
で
、
ま
た
、
鹿
児
島
商
人
が
横
暴
す
る
よ
う
に
な
っ
て
糖 

価
は
安
く
押
さ
え
ら
れ
た
。 

 

こ
の
事
態
に
慣
慨
し
た
新
納
中
三
は
、
県
令
三
十
九
号
取
り
消 

し
運
動
を
画
策
、
郡
内
各
地
の
有
志
を
集
め
て
協
議
し
て
猛
運
動 

を
展
開
し
、
こ
れ
に
和
泊
戸
長
坂
本
元
明
も
参
加
し
た
。 

 

し
か
し
、
知
事
は
頑
強
に
撤
回
を
拒
否
し
た
の
で
、
そ
ん
な
に 

大
島
郡
を
ま
ま
子
扱
い
す
る
な
ら
、
大
島
郡
は
鹿
児
島
県
か
ら
分 

離
し
て
、
沖
縄
県
の
管
内
に
入
る
運
動
を
起
こ
す
と
県
会
で
迫
っ 

た
の
で
、
つ
い
に
知
事
も
折
れ
て
、
他
県
商
人
の
砂
糖
取
り
引
き 

を
認
め
た
。 

 

そ
の
結
果
、
阿
部
商
店
は
再
び
郡
へ
進
出
し
た
た
め
、
急
に
糖 

価
は
上
っ
て
郡
民
は
利
益
を
得
た
。
阿
部
側
と
鹿
児
島
側
と
の
砂 

糖
、
商
品
交
換
比
率
は
、
次
の
よ
う
な
大
差
が
あ
っ
た
。 

 
 

品
物 

 
 
 
 

阿
部
側 

 
 

鹿
児
島
側 

庁
長
が
、
大
阪
商
人
阿
部
彦
次
郎
と
砂
糖
一
手
販
売
の
契
約
を
結 

ん
だ
と
こ
ろ
、
鹿
児
島
商
人
の
反
感
を
買
っ
て
免
官
さ
れ
、
阿
部 

と
の
契
約
は
破
棄
さ
れ
た
。 

  

明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
前
後
の
砂
糖
取
り
引
き 

 

正
副
戸
長
は
、鹿
児
島
商
人
池
田
九
兵
衛
、林
善
左
衛
門
と
年
々 

約
定
し
て
、す
べ
て
の
砂
糖
を
島
で
売
り
渡
し
た
。そ
の
代
価
は
、 

貢
租
に
充
当
分
は
一
斤
に
付
米
四
合
二
勺
替
え
で
計
算
し
、
借
金 

の
年
賦
返
納
用
は
一
斤
に
付
き
約
二
銭
六
厘
替
え
で
計
算
し
た
。 

 

そ
し
て
、
貢
租
な
ら
び
に
年
賦
返
納
は
、
商
社
か
ら
鹿
児
島
で 

納
め
、
そ
の
他
の
余
り
糖
代
金
は
、
一
斤
に
付
き
約
二
銭
六
厘
替

え
で
計
算
し
た
。 

 

砂
糖
を
商
人
に
渡
す
と
き
は
、
各
自
に
船
場
へ
持
ら
出
し
て
、 

副
戸
長
、
其
他
の
者
が
商
人
側
と
立
ち
会
っ
て
量
目
を
確
認
し
、 

双
方
の
帳
面
に
記
載
し
た
。
副
戸
長
は
、
そ
の
帳
面
に
、
各
人
の 

砂
糖
掛
け
渡
し
の
う
ち
か
ら
、
そ
の
年
の
貢
租
と
年
賦
返
上
の
分 

を
差
し
引
き
し
た
残
金
の
計
算
書
を
各
人
に
交
付
し
、
こ
れ
で
各 

人
は
、
商
社
支
店
で
現
金
や
物
品
を
受
け
取
っ
た
。 

 

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
に
、
産
糖
売
捌
の
方
法
を
改
め
て
、 

取
り
引
き
に
関
す
る
一
切
の
権
限
を
持
つ
部
理
代
人
六
名
を
五
月 

      

番
茶
一
斤 
 
 

砂
柵
一
斤 

 

砂
糖
十
斤 

百
田
紙
百
枚 

 
 
 

三
斤 

 
 
 

十
斤 

米
一
升 

 
 
 

一
・
四
斤 

 
 
 

四
斤 

 
 
 

 

鹿
児
島
商
人
は
、
砂
糖
一
斤
を
前
貸
金
二
銭
、
現
金
三
銭
で
買 

い
、
阿
部
商
店
は
、
金
を
年
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
貸
し
付
け
て
、
そ 

の
砂
糖
の
販
売
委
託
を
受
け
て
大
阪
で
販
売
し
て
、
そ
の
代
金
で 

清
算
し
、
残
金
は
払
い
戻
し
た
。 

 

こ
の
た
め
、
阿
部
の
商
法
は
島
民
の
人
気
を
博
し
た
が
、
鹿
児 

島
商
法
は
次
第
に
振
る
わ
な
く
な
っ
た
の
で
、
相
連
合
し
て
南
島 

興
産
商
社
を
組
織
し
、
各
枢
要
地
に
支
店
を
置
い
て
、
阿
部
同
様 

金
利
は
年
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
、
品
物
は
大
安
売
り
す
る
と
宣
伝 

し
て
、
両
者
間
に
砂
糖
の
争
奪
が
行
わ
れ
た
。
そ
う
し
て
い
る
う 

ち
に
、
大
島
砂
糖
の
売
買
が
開
放
さ
れ
た
事
が
知
れ
渡
っ
て
、
他 

の
商
人
も
入
り
込
ん
だ
の
で
砂
糖
を
有
利
に
販
売
で
き
た
。
こ
れ 

ら
の
商
人
は
、砂
糖
一
斤
と
米
一
升
ま
た
は
二
升
と
、番
茶
は
三
、 

四
斤
と
交
換
し
、
現
金
取
り
引
き
は
砂
糖
一
斤
を
六
銭
五
厘
～
八 

銭
で
買
っ
た
の
で
好
景
気
と
な
っ
た
。
が
、
南
島
興
産
商
社
は
間 

も
な
く
倒
産
し
た
。 
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砂
糖
騒
動 

 
 
 

（「
奄
美
大
島
縮
刷
版
」
に
よ
る
） 

 
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
、
前
代
未
聞
の
大
暴
風
が
あ
っ 

て
、
農
作
物
が
皆
無
と
な
り
郡
民
が
生
活
に
困
窮
し
た
時
に
、
石 

井
清
吉
が
、
そ
の
救
済
策
と
し
て
、
一
、
負
債
償
却
、
二
、
勤
勉
、 

三
、
節
約
の
実
行
を
提
案
し
、
こ
れ
を
三
法
方
と
称
し
た
。
そ
し 

て
、
負
債
償
却
に
つ
い
て
、
石
井
清
吉
は
、
大
台
風
の
た
め
砂
糖 

が
大
凶
作
で
負
債
糖
を
返
済
出
来
な
い
の
だ
か
ら
、
負
債
を
今
年 

返
す
必
要
は
な
い
。
し
か
も
法
外
な
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
は 

支
払
わ
な
い
で
よ
い
と
郡
民
を
指
導
し
、栽
判
事
件
も
起
っ
た
が
、 

そ
の
事
が
裁
判
で
も
認
め
ら
れ
て
、
郡
民
は
救
済
さ
れ
た
。 

 

和
泊
で
、
三
法
方
の
総
代
坂
本
元
明
か
、
村
民
大
会
を
開
い
て 

三
法
方
の
趣
旨
を
説
明
し
た
時
に
、
偶
々
商
人
側
店
員
が
多
数
農 

家
に
押
し
掛
け
て
、
砂
糖
樽
を
強
奪
し
て
店
へ
運
ん
だ
と
の
知
ら 

せ
が
あ
っ
た
。
坂
本
総
代
は
大
変
怒
っ
て
、
会
衆
に
そ
の
砂
糖
を 

取
り
戻
す
よ
う
命
じ
た
の
で
、
大
挙
し
て
店
に
押
し
か
け
て
砂
糖 

を
取
り
戻
し
て
村
役
場
の
倉
庫
に
格
納
し
た
。
商
店
側
も
こ
れ
に 

屈
せ
ず
、
関
係
者
を
全
部
集
め
て
、
村
役
場
倉
庫
か
ら
砂
糖
を
強 

奪
し
よ
う
と
し
た
。 

 
 

社
倉
主
任
土
持
政
照
は
、
こ
の
不
穏
形
勢
を
心
配
し
て
、
事 

を
円
満
に
解
決
し
よ
う
と
社
倉
の
庭
で
会
合
協
議
し
た
。
と
こ
ろ 

       

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
、
信
用
、
購
買
事
業
を
追
加 

し
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
七
月
か
ら
、
購
買
事
業
を
開
始
し 

て
品
物
を
安
く
供
給
し
た
の
で
、
一
般
商
店
の
物
価
も
安
く
な
っ 

た
。 

 

昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
に
、
産
業
組
合
か
ら
農
業
会
へ
変 

更
、
さ
ら
に
、
協
同
組
合
、
信
用
農
業
協
同
組
合
と
変
遷
を
経
て
、 

二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
に
、
和
泊
町
農
業
協
同
組
合
に
な
っ
た
。 

  
 
 
 

百
合
根 

 

野
に
生
え
て
い
る
百
合
根
を
採
取
し
て
売
っ
て
い
た
が
、
明
治 

三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
ご
ろ
か
ら
畑
作
し
て
、
四
十
三
年
（
一 

九
一
〇
）に
、横
浜
商
人
の
手
で
主
と
し
て
米
国
に
輸
出
さ
れ
た
。 

当
初
の
価
格
は
、
六
寸
球
一
銭
、
七
寸
二
銭
、
八
寸
三
銭
で
あ
っ 

た
。
年
に
よ
っ
て
価
格
は
変
動
し
た
が
、
年
々
栽
培
は
盛
ん
に
な
っ 

た
。 

 

大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
は
豊
作
で
、
価
格
も
六
寸
球
三
銭
、 

七
寸
五
銭
、
八
寸
七
銭
、
九
寸
九
銭
、
尺
十
一
銭
と
高
く
、
総
売 

り
上
げ
額
は
八
万
四
千
百
五
十
円
で
大
変
活
気
を
呈
し
た
。 

 

大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
時
に
、
米
国 

が
輸
入
を
禁
止
し
た
の
と
、百
合
不
作
の
た
め
不
況
に
陥
っ
た
が
、 

が
三
法
方
側
は
、
土
持
一
派
は
商
人
の
ひ
い
き
と
誤
解
し
て
、
そ 

の
会
合
に
投
石
し
た
の
で
、
社
倉
側
は
や
む
得
ず
火
縄
銃
で
応
戦 

し
た
。
が
、
間
も
な
く
誤
解
と
わ
か
っ
て
無
事
に
収
ま
っ
た
。 

 

一
方
役
場
で
は
、
商
店
側
の
来
襲
に
備
え
て
、
七
日
間
火
縄
銃 

で
警
戒
し
た
が
、
大
事
に
到
ら
ず
終
息
し
た
。 

  

明
治
二
十
四
年
（
一
八
九
一
）
に
、
大
島
各
島
は
交
通
不
便
で
、 

文
明
の
進
歩
に
遅
れ
、
産
業
も
振
興
せ
ず
、
移
人
商
品
は
約
五
十 

パ
ー
セ
ン
ト
も
高
い
の
で
、
各
島
協
議
の
上
大
阪
商
船
会
社
と
契 

約
し
て
、
毎
月
一
回
鹿
児
島
と
の
定
期
航
路
を
開
い
て
物
価
を
下 

げ
た
。 

  
 
 
 

砂
糖
販
売
の
組
合
を
組
織 

 

明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）、
前
の
商
人
買
い
の
砂
糖
代
金
が
、 

大
阪
の
相
場
に
比
べ
て
二
銭
九
厘
～
四
銭
五
厘
ほ
ど
安
く
て
不
利 

益
で
あ
っ
た
の
で
、
島
庁
、
村
役
場
取
り
扱
い
で
、
産
出
糖
の
一 

部
を
試
験
的
に
大
阪
で
売
っ
た
と
こ
ろ
、
相
当
の
利
益
が
あ
っ
た 

の
で
、
明
治
四
十
年
七
月
に
、
砂
糖
販
売
の
た
め
有
限
責
任
大
島 

郡
販
売
組
合
を
創
立
し
、
各
町
村
に
支
部
を
置
い
た
。
こ
の
た
め 

に
、商
人
も
代
価
を
定
め
て
適
当
な
値
段
で
買
う
よ
う
に
な
っ
た
。 

      

翌
年
解
禁
さ
れ
る
と
急
に
需
要
が
増
大
し
て
、
商
人
が
競
争
買
い 

し
て
、
五
寸
球
六
銭
、
六
寸
以
上
二
十
銭
、
九
寸
以
上
三
十
銭
と 

高
値
で
取
り
引
き
さ
れ
た
。 

 

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
の
第
二
次
世
界
大
戦
勃
発
で
、
百 

合
根
の
輸
出
は
七
年
間
中
止
さ
れ
、
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）
に
、 

初
め
て
本
土
へ
移
出
換
金
さ
れ
た
。
輸
出
の
再
開
と
と
も
に
順
調 

に
伸
び
て
、
五
十
六
年
（
一
九
八
一
）
に
は
、
生
産
額
八
億
円
を 

超
し
た
。 

  
 
 
 

そ
の
他 

 

従
来
、
木
材
は
主
に
沖
縄
県
山
原

や
ん
ば
る

か
ら
移
入
し
て
い
た
が
、
明 

治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
ご
ろ
か
ら
、
大
島
本
島
か
ら
も
移
入
さ 

れ
、
板
貫
、
垂
木
、
棧
、
桁
、
柱
な
ど
の
製
材
品
は
本
土
か
ら
移 

入
さ
れ
た
。 

 

往
昔
は
、
染
料
は
木
の
皮
、
木
の
実
、
泥
な
ど
を
使
用
し
て
い 

た
が
、
明
治
時
代
以
来
、
沖
縄
か
ら
藍あ

い

を
移
入
し
て
使
用
し
、
藍 

染
め
の
商
売
も
行
わ
れ
た
。 

  
 
 

商 

店 

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）、
大
島
支
庁
か
ら
、
金
銭
価
値
表
を 
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添
え
て
金
銭
融
通
の
布
達
と
と
も
に
、
金
銭
の
貸
し
渡
し
が
行
わ 

れ
て
、
金
銭
の
流
通
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
お
い
お 

い
と
金
銭
の
流
通
も
盛
ん
に
な
る
か
ら
、
島
民
の
中
か
ら
も
商
法 

開
店
す
る
よ
う
に
と
慫

慂

し
よ
う
よ
う

が
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
時
代
の
流
れ 

に
従
っ
て
、
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
、
有
川
貞
哉
が
、
島
の 

人
と
し
て
初
め
て
開
店
し
た
。
開
店
資
金
は
、
三
～
四
百
円
（
当 

時
砂
糖
一
斤
二
銭
七
厘
）
で
、
生
活
用
品
を
な
ん
で
も
商
う
万

よ
ろ
ず 

屋
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
、
島
の
人
が
開
店
し
た
が
振
る
わ
な
か
っ 

た
。
当
時
、
鹿
児
島
商
店
が
数
軒
あ
っ
た
。 

 

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
ご
ろ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
後 

景
気
で
紬
業
は
繁
盛
し
、
百
合
、
砂
糖
も
高
騰
し
て
商
業
は
活
気 

が
あ
っ
た
。 

 

昭
和
の
初
期
ご
ろ
は
、産
業
組
合
と
商
店
が
十
数
軒
あ
っ
た
が
、 

世
界
不
景
気
の
余
波
を
受
け
て
、
島
も
不
況
で
商
業
は
振
る
わ
な 

か
っ
た
。 

 

昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
、
第
二
次
大
戦
が
勃
発
し
て
、 

次
第
に
物
資
が
尐
な
く
な
り
、
統
制
経
済
に
な
っ
た
上
に
人
々
が 

疎
開
し
た
の
で
、
商
業
は
難
し
く
な
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
三
月
の
米
軍
の
空
襲
で
、
和
泊
字 

商
店
街
は
全
滅
し
、
終
戦
後
、
米
軍
政
下
に
お
か
れ
て
本
土
と
行 

      

二 

金 

融 

 

応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
ご
ろ
に
、
世
之
主
が
島
主
と
な
っ
た 

琉
球
支
配
時
代
の
こ
ろ
は
ま
だ
貨
幣
の
融
通
は
な
か
っ
た
。 

 

文
化
・
文
政
の
こ
ろ
に
、
初
め
て
黒
砂
糖
を
製
造
し
、
そ
の
生 

産
高
が
相
当
量
に
達
し
た
こ
ろ
か
ら
、
本
土
商
人
が
砂
糖
を
買
っ 

て
初
め
て
金
銭
の
流
通
が
行
わ
れ
た
。
つ
い
で
、
金
銭
の
貸
借
も 

起
こ
っ
た
。
が
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
、
藩
が
砂
糖
の
総 

買
上
制
を
実
施
す
る
と
同
時
に
、
商
売
を
禁
止
し
、
金
銭
の
流
通 

を
廃
止
し
た
。 

 

し
か
し
、
生
活
の
た
め
に
米
の
貸
借
は
行
わ
れ
て
、
そ
の
利
息 

は
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
高
利
で
あ
っ
た
。
明
治
三
年
（
一
八 

七
〇
）
に
、
土
持
政
照
が
山
口
真
粋
憲
、
沖
利
有
な
ど
と
謀
っ
て 

社
倉
を
創
設
し
て
、
そ
の
米
を
年
利
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
貸
し
付 

け
た
。 

 

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
は
、
藩
か
ら
県
が
引
き
継
い
だ
保
護 

会
社
に
対
す
る
債
務
と
し
て
砂
糖
百
四
十
六
万
斤
（
約
八
十
七
万 

キ
ロ
）
と
、
貢
租
糖
約
二
十
万
斤
（
約
十
二
万
キ
ロ
）
の
合
計
百 

六
十
六
万
斤
（
約
九
十
九
キ
ロ
）
の
負
担
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対 

政
上
分
離
さ
れ
て
、
物
資
は
欠
乏
、
物
価
は
高
騰
し
て
生
活
困
難 

し
、
一
部
に
闇
商
売
が
行
わ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。 

 

昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
十
二
月
日
本
復
帰
に
従
い
、
国 

の
復
興
事
業
に
続
い
て
振
興
事
業
が
実
施
さ
れ
て
商
業
も
軌
道
に 

乗
り
、
三
十
一
年
（
一
九
五
六
）
に
は
、
商
店
数
百
四
軒
、
販
売 

額
九
千
三
百
万
円
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
町
の
産
業
は
年
々
発
展 

し
て
、
そ
の
生
産
高
は
、
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
に
十
三
億
円
、 

五
十
四
年
（
一
九
七
九
）
に
百
一
億
円
と
急
増
し
た
。
町
民
の
所 

得
も
四
十
一
年
度
の
十
三
億
円
か
ら
五
十
四
年
度
は
九
十
三
億
円 

と
七
倍
に
飛
躍
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
商
業
も
活
発
に
な
り
、
五
十 

四
年
に
は
、
商
店
数
二
百
九
軒
、
販
売
額
二
十
五
億
円
に
増
大
し 

た
。 

 

他
方
、
港
湾
の
整
備
、
空
港
の
開
設
に
よ
っ
て
、
交
通
は
阪
神
、 

鹿
児
島
、
沖
縄
へ
と
四
通
八
達
し
て
大
変
便
利
に
な
り
、
五
十
五 

年
（
一
九
八
〇
）
の
港
の
乗
降
客
約
十
万
人
、
空
港
の
乗
降
客
約 

七
万
人
と
、
人
と
物
の
移
動
が
活
発
で
、
町
民
の
所
得
の
増
大
に 

伴
い
商
業
は
ま
す
ま
す
発
展
し
、
昔
の
よ
ろ
ず
屋
形
態
か
ら
脱
皮 

し
て
専
門
店
化
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
卜
化
し
、
商
品
は
貧
富
に 

な
り
、
店
頭
の
装
飾
も
近
代
的
に
な
っ
た
。 

       

し
て
、当
年
の
砂
糖
産
額
は
約
百
四
十
万
斤（
約
八
十
四
万
キ
ロ
） 

で
、こ
れ
を
全
部
支
払
い
に
充
当
す
る
と
生
活
が
出
来
な
い
の
で
、 

与
人
土
持
政
照
が
、
保
護
会
社
の
債
務
の
軽
減
な
ら
び
に
年
賦
償 

還
の
請
願
に
鹿
児
島
へ
出
張
、
つ
い
で
上
京
し
て
、
西
郷
隆
盛
の 

助
力
に
よ
っ
て
、
大
蔵
省
へ
の
貢
糖
は
半
額
即
納
、
残
り
は
右
代 

金
の
十
ヵ
年
賦
納
入
が
許
さ
れ
、
保
護
会
社
へ
の
品
物
代
の
六
十 

パ
ー
セ
ン
ト
は
棄
却
に
な
っ
た
。
そ
し
て
同
年
秋
、
大
山
県
令
が 

大
島
巡
視
の
際
、
島
民
の
窮
状
を
察
し
て
残
り
の
四
十
パ
ー
セ
ン 

ト
の
品
物
代
も
免
除
さ
れ
た
。こ
の
免
除
さ
れ
た
砂
糖
の
中
か
ら
、 

明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
、
二
十
九
万
二
千
斤
（
約
十
七
万
キ 

ロ
）
が
社
倉
資
本
に
編
入
さ
れ
た
。 

 

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
末
の
社
倉
現
金
残
高
は
五
千
二
百 

九
十
九
円
余
で
、
貸
し
付
け
額
は
四
千
二
百
十
七
円
余
。
米
残
高 

は
千
百
二
十
五
石
余
（
約
百
八
十
四
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
）
で
、
貸
出 

は
三
百
八
十
八
石
余
（
約
七
十
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
）。
社
倉
が
最
初 

の
金
融
機
関
と
し
て
相
当
利
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
に
、
県
か
ら
貨
幣
融
通
の
申
渡
し
が 

あ
り
、
翌
年
、
沖
永
良
部
島
に
千
三
百
三
十
三
円
を
無
期
限
無
利 

息
で
貸
し
下
げ
、
さ
ら
に
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
、
沖
永 

良
部
島
に
六
千
三
百
九
十
四
円
を
十
ヵ
年
賦
で
貸
し
下
げ
た
の 
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で
、
こ
の
二
つ
を
合
わ
せ
て
、
島
内
の
下
家
部

し

た

か

ぶ

（
下
世
帯
）
に
三 

円
、
中
家
部
に
二
円
、
上
家
部
に
一
円
ず
つ
貸
し
付
け
て
、
貨
幣 

の
流
通
を
奨
励
し
た
。 

 

同
時
に
、
次
の
金
銭
貨
幣
価
値
表
が
配
布
さ
れ
た
。 

 

一
、
金
銀
貨
幣
一
円
―
九
十
六
銭
に
し
て
十
二
貫
五
百
文
、
旧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銭
に
し
て
三
十
七
貰
五
百
文
。 

一
、
銀
貨
幣
十
銭
―
九
十
六
銭
に
し
て
一
貫
二
百
四
十
八
文
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧
銭
に
し
て
三
貫
七
百
四
十
八
文
。 

 

一
、
天
保
銭
一
枚
―
九
十
六
銭
に
し
て
百
文
、
旧
銭
三
百
文
。 

 

一
、
寛
永
波
形
一
枚
―
天
保
銭
一
枚
に
換
え
る
に
四
枚
を
以
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
。
九
十
六
銭
に
し
て
二
十
四
文
、
旧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

銭
七
十
二
文
。 

 

一
、
文
久
銭
一
枚
―
十
八
文
、
旧
銭
五
十
四
文
。 

 

一
、
寛
永
通
宝
一
枚
―
天
保
銭
一
枚
に
換
え
る
に
八
枚
を
以
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
。
旧
銭
に
し
て
三
十
六
文
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

百
枚
を
以
て
十
銭
に
、
千
枚
を
以
て
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円
に
換
え
る
。 

 

こ
の
金
銭
の
通
用
に
よ
っ
て
、鹿
児
島
商
人
が
開
店
し
た
の
で
、 

貨
幣
の
流
通
が
促
進
さ
れ
た
。 

 

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
十
一
月
に
、
銭
何
貫
何
百
と
い
わ 

       

明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）
に
、
社
倉
金
利
を
改
正
し
て
、 

貸
付
金
年
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
貸
付
米
は
年
十
五
パ
ー
セ
ン
ト 

に
な
っ
た
。 

 

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
、
前
記
の
県
か
ら
の
借
用
金 

の
う
ち
、
六
千
三
百
九
十
四
円
は
返
納
し
、
千
三
百
三
十
三
円
は 

返
納
を
免
除
さ
れ
て
、
社
倉
資
金
に
加
え
ら
れ
た
。 

 

明
治
二
十
八
年
（
一
八
九
五
）
八
月
の
社
倉
金
穀
現
在
高
は
、 

貸
付
元
利
二
万
一
千
二
百
四
十
七
円
余
と
、
貸
付
米
七
百
六
十
七 

石
余
（
約
百
三
十
八
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
）、
籾
千
三
十
四
石
余
（
約 

百
八
十
六
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
）。
残
高
は
現
金
九
百
三
十
五
円
余
、 

籾
在
倉
百
七
十
五
石
余
（
約
三
十
二
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
）。 

 

同
年
、社
倉
資
金
を
確
保
し
て
万
時
の
用
に
適
応
す
る
た
め
に
、 

従
来
の
貸
付
法
を
変
更
し
て
、
公
債
を
買
入
れ
る
こ
と
、
既
貸
付 

金
は
四
分
の
一
に
減
尐
し
て
即
納
さ
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。 

 

明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に
、
社
倉
は
解
散
さ
れ
た
。 

 

明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
、
有
限
責
任
大
島
郡
販
売
組 

合
に
信
用
事
業
が
付
加
さ
れ
て
、
産
業
資
金
や
納
税
な
ど
に
金
融 

の
道
が
開
か
れ
、
貯
蓄
も
奨
励
さ
れ
た
。 

 

こ
の
有
限
責
任
大
島
信
用
販
売
購
買
組
合
は
、
時
代
の
変
遷
に 

つ
れ
て
、
農
業
会
、
協
同
組
合
、
信
用
農
業
協
同
組
合
と
組
織
を 

ず
に
、
金
何
円
何
十
銭
何
厘
と
と
な
え
る
よ
う
に
と
、
大
島
支
庁 

か
ら
諭
達
が
あ
っ
た
。 

 

明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
ご
ろ
の
米
の
貸
借
利
子
は
年
三
十 

パ
ー
セ
ン
ト
が
普
通
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
い
た
っ
て
尐
な
く
、 

十
二
ヵ
月
間
に
、
金
、
米
、
砂
糖
と
三
度
に
こ
ろ
が
し
て
計
算
し
、 

倍
以
上
の
暴
利
を
む
さ
ぼ
る
者
が
多
く
、
負
債
し
た
者
は
大
変
困 

窮
し
た
の
で
、
向
井
新
兵
衛
郡
長
心
得
が
暴
利
に
つ
い
て
懇
諭
し 

た
。
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
島
中
か
ら
協
議
し
て
利
子
は
三
十
パ
ー 

セ
ン
ト
を
超
過
さ
せ
な
い
よ
う
に
申
し
合
わ
せ
た
の
で
、
一
時
は 

守
ら
れ
た
が
、
二
、
三
年
の
内
に
乱
れ
て
、
ま
た
倍
以
上
の
利
子 

で
貸
借
す
る
者
が
多
く
な
っ
た
。 

 

明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
、
新
納
中
三
支
庁
長
は
、
鹿
児 

島
商
人
が
島
民
に
高
利
で
金
銭
を
貸
し
付
け
て
、
其
負
債
は
積
も 

り
積
も
っ
て
返
済
に
困
っ
て
苦
し
ん
で
い
た
の
で
、
大
阪
商
人
阿 

部
彦
次
郎
か
ら
年
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
利
子
で
借
り
変
え
さ
せ 

た
。
そ
の
た
め
鹿
児
島
商
人
も
一
時
は
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
利 

子
に
し
た
。
が
、
鹿
児
島
商
人
の
画
策
で
新
納
中
三
が
失
脚
し
、 

阿
部
彦
次
郎
が
手
を
引
く
と
、
ま
た
高
利
に
戻
っ
た
。
だ
が
、
後
、 

阿
部
彦
次
郎
が
郡
に
進
出
し
て
、
金
利
を
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
た 

の
で
、
鹿
児
島
商
人
も
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
し
た
。 

      

変
え
て
、
和
泊
町
農
業
協
同
組
合
へ
と
発
展
し
、
昭
和
五
十
八
年 

（
一
九
八
三
）
現
在
、
貯
金
高
二
十
三
億
円
余
、
貸
付
額
約
二
十 

億
円
と
大
金
融
機
関
に
な
っ
た
。 

 

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
ご
ろ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
景 

気
で
金
融
は
緩
ん
だ
。 

 

古
来
、
島
の
金
融
は
個
人
の
高
利
貸
（
金
利
三
十
パ
ー
セ
ン
ト 

以
上
）
と
、
模
合

む

え

（
頼
母
子
講
）
に
依
存
し
て
い
た
が
、
昭
和
七 

年
（
一
九
三
二
）
に
、
龍
野
為
孝
氏
が
大
島
無
尽
株
式
会
社
の
出 

張
所
を
誘
致
、
つ
い
で
、
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
に
、
有
川
貞 

辰
氏
が
鹿
児
島
相
互
無
尽
株
式
会
社
沖
永
良
部
出
張
所
を
開
設
し 

て
、
当
時
と
し
て
は
大
口
の
金
融
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に
旭
相
互
銀
行
に
統
合
さ
れ
、
四
十 

二
年
（
一
九
六
七
）
に
閉
鎖
し
た
。 

 

昭
和
二
十
三
年
（
一
九
四
八
）
に
、
米
軍
政
下
に
置
か
れ
た
の 

で
、
通
貨
は
軍
票
Ｂ
券
に
切
り
換
え
ら
れ
た
。 

 

昭
和
二
十
六
年
（
一
九
五
一
）
に
、
琉
球
銀
行
沖
永
良
部
支
店 

が
創
設
さ
れ
た
。
こ
れ
が
銀
行
に
よ
る
金
融
の
始
ま
り
で
あ
る
。 

 

昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
日
本
復
帰
に
伴
な
い
、
琉
球
銀 

行
支
店
が
鹿
児
島
銀
行
支
店
に
変
更
し
て
、
近
代
的
金
融
機
関
が 

確
立
さ
れ
た
。 
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昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
に
、
奄
美
大
島
信
用
金
庫
和
泊 

支
店
が
、
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
に
、
奄
美
信
用
組
合
沖
永
良 

部
支
店
が
設
置
さ
れ
た
。 

 

昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）
の
沖
永
良
部
台
風
の
被
害
が
甚 

大
で
あ
っ
た
の
で
、
沖
永
良
部
台
風
災
害
復
興
資
金
と
し
て
、
五 

十
七
億
七
千
万
円
を
国
が
融
資
し
た
。 

 

現
在
は
、
鹿
児
島
銀
行
沖
永
良
部
支
店
、
奄
美
大
島
信
用
金
庫 

和
泊
支
店
、
奄
美
信
用
組
合
沖
永
良
部
支
店
、
和
泊
町
農
業
協
同 

組
合
な
ど
四
つ
の
金
融
機
関
が
あ
っ
て
、
昭
和
五
十
八
年
（
一
九 

八
三
）
九
月
現
在
、
預
金
高
は
百
十
三
億
円
、
貸
出
額
百
二
十
三 

億
と
、
い
づ
れ
も
百
億
円
台
を
越
し
、
大
い
に
金
融
の
機
能
を
発 

揮
し
て
い
る
。
こ
の
外
に
、
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金
沖
永
良
部 

駐
在
事
務
所
が
あ
っ
て
、
町
の
振
興
に
寄
与
し
て
い
る
。 
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